
実用新案権を取るまでの流れ

  出願人手続き

  特許庁アクション

実用新案出願 　出願時に第1～3年分登録料納付

基礎要件の審査

方式審査

補正命令

補正書提出

設定登録

登録実用新案
公報の発行

無効審判請求

審　理

無効審決

　出願より
１０年

実用新案消滅

請求範囲の厳粛
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
請求項の削除

維持審決

何人も請求可
出願以降権利消滅後も可

知的財産高等裁判所

最高裁判所

不提出

出願却下処分

実用新技術
評価請求

実用新案登録
の訂正


